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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと、前記表示パネルに取り付けられた導電性シャーシと、前記導電性シャー
シに取り付けられた複数の基板と、前記基板同士を電気的に接続するケーブルとを備える
薄型表示装置であって、
　前記基板間に接続された前記ケーブルの少なくとも一部を前記導電性シャーシとの間に
挟み込む板状部材で固定することを特徴とする薄型表示装置。
【請求項２】
　前記板状部材は、金属板によって構成されていることを特徴とする請求項１に記載の薄
型表示装置。
【請求項３】
　プラズマディスプレイパネルと、前記プラズマディルプレイパネルに取り付けられた導
電性シャーシと、前記導電性シャーシに取り付けられた複数の基板と、前記基板同士を電
気的に接続するケーブルとを備えるプラズマディスプレイであって、
　前記基板間に接続された前記ケーブルの少なくとも一部を前記導電性シャーシとの間に
挟み込む板状部材で固定することを特徴とするプラズマディスプレイ。
【請求項４】
　表示パネルと、前記表示パネルに取り付けられた導電性シャーシと、前記導電性シャー
シに取り付けられた複数の基板と、前記基板同士を電気的に接続するケーブルとを備える
薄型表示装置であって、
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　前記基板間に接続された前記ケーブルの少なくとも一部を前記導電性シャーシに沿わせ
るように板状部材で固定することを特徴とする薄型表示装置。
【請求項５】
　プラズマディスプレイパネルと、前記プラズマディルプレイパネルに取り付けられた導
電性シャーシと、前記導電性シャーシに取り付けられた複数の基板と、前記基板同士を電
気的に接続するケーブルとを備えるプラズマディスプレイであって、
　前記基板間に接続された前記ケーブルの少なくとも一部を前記導電性シャーシに沿わせ
るように板状部材で固定することを特徴とするプラズマディスプレイ。
【請求項６】
　前記板状部材は、前記ケーブルを押え付けて保持するための押え部と、この押え部から
張り出すように折り曲げられ、前記導電性シャーシに締結される部位と、を有することを
特徴とする請求項１、２又は４に記載の薄型表示装置。
【請求項７】
　前記板状部材は、前記ケーブルを押え付けて保持するための押え部と、この押え部から
張り出すように折り曲げられ、前記導電性シャーシに締結される部位と、を有することを
特徴とする請求項３又は５に記載のプラズマディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマディスプレイ、液晶ディスプレイ等の薄型表示装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の筺体内部において回路基板間で信号伝送を行うために信号伝送用ケーブルが
用いられている。そのケーブルとして近年では、電子機器の小型化、高密度化に伴い、薄
いシート状のフレキシブルケーブル（一般的にＦＦＣ（Flexible Flat Cable）、ＦＰＣ
（Flexible Printed Circuit）と呼ばれている）が使用されることが多くなっている。こ
のフレキシブルケーブルは、従来のフラットケーブルよりコネクタが小さいことから回路
基板上の実装面積が小さくて済む、ケーブルが薄く柔軟性があり自由度が大きい等の理由
で使用されている。
【０００３】
　その一方で、伝送する信号の高速化（高周波化）により、電子機器内部の回路基板間の
信号伝送を行うケーブルから放射される電磁波ノイズの問題が顕在化してきている。この
電磁波ノイズの放射を抑制するため、例えば特開２００２－１１７７２６号公報に開示さ
れているように、薄いシート状のフレキシブルケーブルにおいてもシールドを施す場合が
ある。図８にシールドを施したフレキシブルケーブル１０８の構成を概略的に示す。
【０００４】
　このフレキシブルケーブル１０８では、シート状のシールド導体１０２と、シート状の
絶縁体１０１とが積層され、これらの全体が絶縁被覆１０７により被覆されている。絶縁
体１０１中には複数の導線が平行に設けられている。これら複数の導線は、クロック信号
線などの高速信号線１０３、グラウンド線１０４、シールドグラウンド線（シールドドレ
イン線）１０５、コントロール信号線などの低速信号線１０６等からなる。シールドグラ
ウンド線１０５は、シールド導体１０２をフレキシブルケーブルが接続される回路基板の
グラウンドに接続するためのもので、シールド導体１０２に接続されている。グラウンド
線１０４は、シールド導体１０２に接続されておらず、独立している。このフレキシブル
ケーブル１０８では、シールドのために高速信号線１０３とシールドグラウンド線１０５
が隣り合うように配置されている。なお、フレキシブルケーブル１０８には、この他にも
電源線や他の信号線が設けられているが、同図においてその図示は省略し、次に述べる従
来の問題点に関わる導線のみを図示している。
【０００５】
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　上記のようなシールドを施したフレキシブルケーブル１０８では、シールド導体１０２
とシールドグラウンド線１０５によって電磁波ノイズ抑制効果が得られるが、多層構造に
なるので非常に高価なフレキシブルケーブルとなる。さらに、図４（ａ）に示すように、
フレキシブルケーブル１１によって各基板間の接続をするときには遊びを持たせているの
で、フレキシブルケーブル１１は図４（ａ）のようにふくらみを持った状態で配設される
こととなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、例えばプラズマディスプレイの内部にあるアルミシャーシ２に取り付け
られた基板間の接続にフレキシブルケーブルを用いる場合、アルミシャーシ２は、駆動系
グラウンドと信号系グラウンドと筺体とに接続されているので、フレキシブルケーブル１
１とアルミシャーシ２との間には浮遊容量が存在している。このため、フレキシブルケー
ブ１１に遊びを持たせた状態で接続を行っている場合には、図４（ａ）に示すようなふく
らみ方にばらつきが生ずるので浮遊容量がばらつくこととなる。また、フレキシブルケー
ブルは軟らかく変形しやすいものなので、この変形により浮遊容量が変化しやすい。この
場合において、フレキシブルケーブル１１のふくらみが大きくなってフレキシブルケーブ
ル１１がアルミシャーシ２から遠ざかると浮遊容量が小さくなり、フレキシブルケーブル
１１内の信号の高調波成分をグラウンドに流すのが困難となり、フレキシブルケーブル１
１からの高周波成分の放射を助長することになる。
【０００７】
　本発明は、前記従来の課題に鑑みてなされたもので、フレキシブルケーブル等のケーブ
ルによる電磁波ノイズを効果的に抑制できる構成とし、この構成を簡単で安価に実施でき
るようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明は、表示パネルと、前記表示パネルに取り付けら
れた導電性シャーシと、前記導電性シャーシに取り付けられた複数の基板と、前記基板同
士を電気的に接続するケーブルとを備える薄型表示装置を前提として、前記基板間に接続
された前記ケーブルの少なくとも一部を前記導電性シャーシとの間に挟み込む板状部材で
固定する。
【０００９】
　この薄型表示装置では、ケーブル内の信号線と導電性シャーシとの間にケーブルの絶縁
材料を利用した浮遊容量が形成される。そして、固定部材により基板間においてケーブル
を固定しているので、前記浮遊容量のばらつきを生じ難くすることができる。このため、
浮遊容量が小さくなって高調波成分をグラウンドに流せなくなるという事態を起こり難く
することができ、ケーブルの絶縁材料を利用した浮遊コンデンサーを安定して形成するこ
とで高周波ノイズを効果的に低減することができる。
【００１０】
　そして、前記板状部材によって、前記ケーブルを前記導電性シャーシとの間に挟み込む
ので、ケーブルの大部分を導電性シャーシに沿わせることができ、浮遊容量を増大させる
ことができる。この結果、浮遊容量を介して高周波成分を導電性シャーシにより充分に流
すことができて高周波ノイズをより効果的に低減することができる。しかも、板状部材で
ケーブルを挟み込むだけの構成なので、非常に簡単な構成で高周波ノイズを効果的に低減
することができる。さらに、ふくらみがなくなるように前記ケーブルを板状部材で挟み込
む構成となるので、配線スペースを狭くでき、表示装置の薄型化に寄与できる。
【００１１】
　さらに、前記板状部材を金属板によって構成すれば、ケーブルを両面から金属で挟み込
む構成にできて浮遊容量を倍増できるとともに、この金属板によるシールド機能により高
周波ノイズの放射を一層低減することができる。
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【００１２】
　また、前記金属板を、導電性を有する締結部材によって前記導電性シャーシと締結する
ようにすれば、この締結部材を介して高周波ノイズ成分をグラウンドに流すことができ、
高周波ノイズの放射を効率的に抑制することができる。
【００１３】
　前記ケーブルをフレキシブルケーブルによって構成することができる。つまり、フレキ
シブルケーブルは柔軟性があって変形しやすいものであるが、固定部材で固定することに
より、基板に装着後は外力を受けても変形しづらくなる。このため、フレキシブルケーブ
ルを使用する場合においても浮遊容量を一定にすることができる。
【００１４】
　前記フレキシブルケーブルは、信号線が配設された絶縁層のみを備える一層構造に構成
されている場合には、高周波ノイズの放射を抑制しつつコストを低減することができる。
【００１５】
　前記導電性シャーシは、アルミニウムからなるのが好ましい。
【００１６】
　また、本発明は、プラズマディスプレイパネル（以下、ＰＤＰと記す）と、前記ＰＤＰ
に取り付けられた導電性シャーシと、前記導電性シャーシに取り付けられた複数の基板と
、前記基板同士を電気的に接続するフレキシブルケーブルとを備えるプラズマディスプレ
イを前提として、前記基板間に接続された前記フレキシブルケーブルの少なくとも一部を
前記導電性シャーシとの間に挟み込む板状部材で固定する。
【００１７】
　また、本発明は、表示パネルと、前記表示パネルに取り付けられた導電性シャーシと、
前記導電性シャーシに取り付けられた複数の基板と、前記基板同士を電気的に接続するケ
ーブルとを備える薄型表示装置であって、前記基板間に接続された前記ケーブルの少なく
とも一部を前記導電性シャーシに沿わせるように板状部材で固定する。
【００１８】
　また、本発明は、ＰＤＰと、前記ＰＤＰに取り付けられた導電性シャーシと、前記導電
性シャーシに取り付けられた複数の基板と、前記基板同士を電気的に接続するケーブルと
を備えるプラズマディスプレイであって、前記基板間に接続された前記ケーブルの少なく
とも一部を前記導電性シャーシに沿わせるように板状部材で固定する。
【００１９】
　前記板状部材は、前記ケーブルを押え付けて保持するための押え部と、この押え部から
張り出すように折り曲げられ、前記導電性シャーシに締結される部位と、を有するのが好
ましい。こうすれば、前記締結される部位を導電性シャーシに突設されたボスに当接させ
ながら、押え部によってケーブルを押え付けることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、浮遊容量が小さくなって高調波成分をグラウンドに流せなくなるとい
う事態を起こり難くすることができ、ケーブルの絶縁材料を利用した浮遊コンデンサーを
安定して形成することで高周波ノイズを効果的に低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明を実施するための最良の形態について図面を参照しつつ説明する。
【００２２】
　（実施例１）
　図１に示すように、本発明の実施例１によるプラズマディスプレイ１においては、ＰＤ
Ｐ１０の背面側にアルミシャーシ２が取り付けられている。このアルミシャーシ２はアル
ミダイキャスト製のものであり、このアルミシャーシ２には、サスティンドライバ基板３
、スキャンドライバ基板４、下側データドライバ基板５、上側データドライバ基板６、信
号処理基板７等の複数の基板が所定位置に取り付けられている。信号処理基板７は、アル
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ミシャーシ２の略中央部に配設されており、この信号処理基板７を挟んでその下側に前記
下側データドライバ基板５が、また上側に前記上側データドライバ基板６が配設されてい
る。前記サスティンドライバ基板３は、図１（ａ）における信号処理基板７の右側に、ま
た前記スキャンドライバ基板４は、図１（ａ）における信号処理基板７の左側にそれぞれ
配設されている。
【００２３】
　前記各基板３，４，‥は電気的に接続されている。例えば図１（ａ）に示すように、下
側データドライバ基板５と信号処理基板７とはフレキシブルケーブル８ａによって電気的
に接続され、また上側データドライバ基板６と信号処理基板７とはフレキシブルケーブル
８ｂによって電気的に接続されている。また、スキャンドライバ基板４と信号処理基板７
とはフレキシブルケーブル８ｃによって、またサスティンドライバ基板３と信号処理基板
７とはフレキシブルケーブル８ｄによってそれぞれ電気的に接続されている。信号処理基
板７は、下側データドライバ基板５と上側データドライバ基板６とのちょうど中間に位置
していて、フレキシブルケーブル８ａとフレキシブルケーブル８ｂは略同じ長さとなって
いる。これにより、タイミングを取りやすくなっている。
【００２４】
　ここでは、上側データドライバ基板６と信号処理基板７とを接続するのに用いられてい
るフレキシブルケーブル８ｂに関して説明するが、その他の所定の基板間を接続するフレ
キシブルケーブルに関しても同様であるのでその説明を省略する。なお、図１（ａ）及び
（ｂ）においては、便宜上図示省略しているが、フレキシブルケーブル８ｂの両端部には
それぞれコネクタが設けられており、このコネクタを基板６，７のコネクタに差し込むこ
とによってフレキシブルケーブル８ｂと基板６，７とが接続されている。
【００２５】
　上側データドライバ基板６と信号処理基板７とを接続するフレキシブルケーブル８ｂは
、例えば図２に示すようにシールド層を有しない一層構造に構成されるものである。即ち
、このフレキシブルケーブル８ｂは、その幅方向に複数の信号線２１，２２，２３，２４
が並べられたシート状の絶縁体２０を備えており、図８で示したようなシールド導体を備
えていない。言い換えるとフレキシブルケーブル８ｂは多層構造を有していない。絶縁体
２０は絶縁被覆２７によって被覆されている。なお、この絶縁被覆２７を省略した構成と
してもよい。前記信号線は、高速信号線２１、低速信号線２２、シールドグラウンド線２
３、グラウンド線２４等からなり、その他の信号線については便宜上図示省略している。
このフレキシブルケーブル８ｂは、例えば５０～６０ｍｂｐｓの転送レートで信号を送る
。
【００２６】
　フレキシブルケーブル８ａ，８ｂは、前記コネクタ間の所定の部位が図１（ａ）及び（
ｂ）に示すように押え板９ａ，９ｂによって固定されている。この押え板９ａ，９ｂは、
フレキシブルケーブル８ａ，８ｂをアルミシャーシ２に対して固定する固定部材の一例で
ある。本実施例１では、押え板９ａ，９ｂは金属板によって構成されている。この金属板
は、例えば、圧延鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金等に
より構成することができる。なお、押え板９ａ，９ｂの材質は、金属に限られるものでは
なく、樹脂等何であってもよい。
【００２７】
　押え板９ａ，９ｂは、図３に示すように、一対の押え部３１，３１と、これら両押え部
３１，３１を連結するための連結部３３とを備えている。各押え部３１，３１は、それぞ
れフレキシブルケーブル８ａ，８ｂをアルミシャーシ２に押え付けて保持するための部位
である。各押え部３１，３１は、それぞれ細長の矩形平板状に形成されており、同じ形状
を有している。そして、各押え部３１，３１はフレキシブルケーブル８ａ，８ｂの長さ方
向に沿って延びるように配置される。
【００２８】
　押え板９ａ，９ｂは、両押え部３１，３１によって２本のフレキシブルケーブル８ａ，
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ーブル８ａ，８ｂを固定するようにしてもよい。
【００２９】
　また、２本のフレキシブルケーブル８ａ，８ｂを固定できる形態のものに限られず、１
本のフレキシブルケーブル８ａ，８ｂのみを固定できる形態としてもよい。
【００３０】
　連結部３３は、各押え部３１，３１の一方の長辺同士を連結するように形成されている
。各押え部３１，３１の他の３辺は、その端部が折り曲げられており、フレキシブルケー
ブル８ａ，８ｂを傷付けないようになっている。
【００３１】
　連結部３３は、図３（ｃ）に示すように、押え部３１，３１に対して張り出すように折
り曲げられた形状に形成されている。このように形成することで、連結部３３がアルミシ
ャーシ２に突設された図略のボスに当接しても、各押え部３１，３１によってフレキシブ
ルケーブル８ａ，８ｂを押え付けることができるようになっている。そして、連結部３３
には、２つの締結孔３５，３５が設けられていて、この締結孔３５，３５に図外のビスを
挿通して前記ボスに螺合することで、押え板９ａ，９ｂをアルミシャーシ２に固定できる
。換言すれば、本実施例１では、連結部３３に２つの締結孔３５，３５を設けることで、
フレキシブルケーブル８ａ，８ｂの長さ方向の２箇所で押え板９ａ，８ｂをアルミシャー
シ２に固定するようにしている。なお、押え板９ａ，９ｂの固定方法は、ビスを螺合させ
るものに限られず、例えば図略のリベットによる締結、かしめ等による固定とすることも
可能である。
【００３２】
　フレキシブルケーブル８ａ，８ｂは、アルミシャーシ２と押え板９ａ，９ｂとの間に挟
み込まれており、全体としてはアルミシャーシ２及び押え板９ａ，９ｂに密着されている
。ただし、本実施例１では、アルミシャーシ２は、ダイキャスト製のものであり、その表
面が粗くなっているため、アルミシャーシ２とフレキシブルケーブル８ａ，８ｂとの間に
隙間が介在するところも存在すると考えられる。その場所での隙間幅はおよそ１～２ｍｍ
と考えられる。また、アルミシャーシ２にリブ（図示省略）が突設され、このリブを跨ぐ
ようにフレキシブルケーブル８ａ，８ｂが配設されている場合には、このリブの存在によ
ってもアルミシャーシ２とフレキシブルケーブル８ａ，８ｂとの間に隙間が介在すること
となるが、そのような場合には３～５ｍｍの隙間が形成されることとなる。
【００３３】
　本実施例では、図１、図４（ｂ）に示すように、押え板９ａ，９ｂによってフレキシブ
ルケーブル８ａ，８ｂをアルミシャーシ１に密着させることができるので、図４（ａ）に
示す従来例に対し、浮遊容量を増加させることができる。具体的に説明すると、図５（ａ
）に示すように、フレキシブルケーブル８ａ（８ｂ）の例えば銅線からなる信号線４１に
ついて考えると、この信号線４１とアルミシャーシ２との間の電気容量Ｃは、空気の電気
容量Ｃａと、絶縁体２０及び絶縁被膜２７からなる絶縁層４３の電気容量Ｃｆとの合成容
量として表すことができる。ここで、空気の比誘電率εaが１であるのに対し、絶縁層の
比誘電率εfが４．３～４．４であることを考慮すれば、合成容量Ｃは、図５（ｂ）に示
す等価回路を考えると、
【００３４】
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【数１】

と表すことができる。したがって、浮遊容量を大きくするためには、隙間幅をできるだけ
小さくすることが望ましく、フレキシブルケーブル８ａ（８ｂ）をアルミシャーシ２に密
着させるのが好ましい。ただし、前述したように、所々にアルミシャーシ２と押え板９ａ
（９ｂ）との間に１～５ｍｍ程度の隙間があったとしても、高調波成分をグラウンドに充
分流すことができる程度に浮遊容量を確保することができる。
【００３５】
　以上説明したように、本実施例１では、フレキシブルケーブル８ａ，８ｂとアルミシャ
ーシ２との間隔が変わらないように押え板９ａ，９ｂによってフレキシブルケーブル８ａ
，８ｂを固定しているので、浮遊容量のばらつきを生じ難くくすることができる。すなわ
ち、図４（ａ）に示す従来例では、ふくらみ方で浮遊容量の値が変化するのに対し、本実
施例１では、押え板９ａ，９ｂによってフレキシブルケーブル８ａ，８ｂが固定されるの
で、浮遊容量の値を安定させることができる。このため、浮遊容量が小さくなって高調波
成分をグラウンドに流せなくなるという事態を起こり難くすることができ、フレキシブル
ケーブル８ａ，８ｂの絶縁材料を利用した浮遊コンデンサーを安定して形成することで高
周波ノイズを効果的に低減することができる。
【００３６】
　さらに、フレキシブルケーブル８ａ，８ｂを押え板９ａ，９ｂによってアルミシャーシ
２に押し付ける構成とすることにより、フレキシブルケーブル８ａ，８ｂをアルミシャー
シ２に沿わせるようにしているので、浮遊容量を増大させることができる。このため、浮
遊容量を介して高周波成分をアルミシャーシ２（グラウンド）により多く流すことができ
て高周波ノイズをより効率的に軽減することができる。
【００３７】
　また、押え板９ａ，９ｂによって基板５，６，７間の大部分のフレキシブルケーブル８
ａ，８ｂをアルミシャーシ２との間に挟み込むようにしているので、この基板５，６，７
間の大部分でフレキシブルケーブル８ａ，８ｂとアルミシャーシ２との間隙が変わらない
ようにフレキシブルケーブル８ａ，８ｂを固定することができる。この結果、フレキシブ
ルケーブル８ａ，８ｂによる浮遊容量の値が変化するのを抑制することができる。尚、フ
レキシブルケーブル８ａ，８ｂを押え付ける範囲は、電圧を考慮して適宜決めればいい。
【００３８】
　本実施例１の説明においては、各データドライバ基板５，６と信号処理基板７，７とを
電気的に接続するのに用いられているフレキシブルケーブル８ａ，８ｂを押え板９ａ，９
ｂによってそれぞれ固定する構成について説明したが、このケーブル８ａ，８ｂを固定す
る構成に限られるものではない。つまり、プラズマディスプレイ１においては、前述した
ように例えばサスティンドライバ基板３、スキャンドライバ基板４等の多数の基板がアル
ミシャーシ２に取り付けられているので、基板３，４、‥間を接続するケーブル８ｃ，８
ｄのうち少なくとも一部のケーブルについて、押え板によって固定する構成とすることも
できる。もちろん全てのケーブルについて、押え板で固定する構成にすることも可能であ
る。
【００３９】
　また、本発明は、基板３，４，‥間同士を接続するケーブル８ａ，８ｂ，‥を固定する
構成に限られるものではなく、例えばＰＤＰ１０と基板とを電気的に接続するケーブルに
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ついて、その途中で押え板によって固定する構成とすることも可能である。例えば図１に
は、ＰＤＰ１０とサスティンドライバ基板３とを電気的に接続するフレキシブルケーブル
８ｅについて、ＰＤＰ１０とサスティンドライバ基板３との間の部位を押え板９ｃで固定
する構成について例示的に示している。
【００４０】
　（実施例２）
　前記実施例１では、押え板９ａ，９ｂをフレキシブルケーブル８ａ，８ｂの長さ方向の
２箇所で締結する構成としているが、本実施例２では、図６に示すようにフレキシブルケ
ーブル８の長さ方向の１個所で締結する構成としている。この場合において、押え板９を
フレキシブルケーブル８よりも幅広に構成し、この押え板９をフレキシブルケーブル８の
両側で締結するようにするとよい。同図に示すように、アルミシャーシ２にはねじ穴４８
が設けられたボス４７が圧入されていて、このボス４７に押え板９を締結するビス５０を
螺合することで、押え板９はアルミシャーシ２に固定されている。
【００４１】
　そして、図６（ａ）に示すように、押え板９にばね性を持たせることで、その付勢力を
利用してフレキシブルケーブル８を押え付けるようにするとより効果的である。この押え
板９は、板ばねとして機能するものであれば金属板でもよく、また樹脂等金属以外の板で
あってもよい。
【００４２】
　このようにフレキシブルケーブル８の長さ方向の１個所で締結する構成は、アルミシャ
ーシ２がダイキャスト製ではなく、プレス板によって構成されていて表面が滑らかな場合
等に適する。
【００４３】
　アルミシャーシ２の表面が滑らかなときには、フレキシブルケーブル８をアルミシャー
シ２の表面に密着させることができるので、アルミシャーシ２がプレス板によって構成さ
れている場合に本発明を適用することは、非常に効果的である。
【００４４】
　尚、その他の構成、作用及び効果は前記実施例１と同様である。
【００４５】
　（実施例３）
　本発明の実施例３によるプラズマディスプレイについて図７（ａ）及び（ｂ）を参照し
ながら説明する。同図において、アルミシャーシ２、フレキシブルケーブル８は前記実施
例１と同じものである。ここでは、実施例１と異なる部分の説明をし、実施例１と同じ構
成については同じ符号を付し、その説明を省略する。
【００４６】
　本実施例３では、押え板１２をアルミシャーシ２と電気的に接続するようにしている。
押え板１２は例えばアルミ板としている。また、アルミシャーシ２にはねじ穴１６が形成
されたボス１３が埋め込まれていて、このボス１３のねじ穴１６に押え板１２のねじ挿通
孔１８に挿通された導電性を有するビス１４が螺合されている。このビス１４としては、
例えば鋼材に導電性の低い金属めっき（例えばニッケルめっき）を施したものを用いるこ
とができる。したがって、押え板１２とボス１３とをビス１４によって締結することで押
え板１２とアルミシャーシ２との電気的接続が図られている。
【００４７】
　以上により、押え板１２によってフレキシブルケーブル８が変形しないように固定され
、さらにこの押え板１２を金属板によって構成しているので、この押え板１２とアルミシ
ャーシ２とによってフレキシブルケーブル８が取り囲まれることで、浮遊容量を倍増でき
るとともに高周波ノイズの放射を有効に抑制することができる。しかも、押え板１２をア
ルミシャーシ２と電気的に接続しているので、アルミシャーシ２と押え板１２の双方がグ
ラウンドに接続されることとなり、押え板１２を介して高周波ノイズをグラウンドにバイ
パスさせることができる。
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【００４８】
　したがって、フレキシブルケーブル８をアルミシャーシ２に密着させることで高周波ノ
イズを抑制でき、さらに金属製押え板１２によってフレキシブルケーブル８を固定するこ
とで、安価な構成でシールド効果を実現できるとともに、浮遊容量の増大により高周波ノ
イズを一層低減することができる。
【００４９】
　なお、本実施例３では、ビス１４を介して押え板１２とアルミシャーシ２とを電気的に
接続するようにしたが、これに限られるものではなく、押え板１２とアルミシャーシ２と
の導電性が得られるものであれば、どのような構成であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】図１（ａ）は本発明の実施例１に従うプラズマディスプレイの背面図であり、図
１（ｂ）は図１（ａ）のＩ－Ｉ線における断面図である。
【図２】図２は、前記プラズマディスプレイに用いられるフレキシブルケーブルの一例を
示す断面図である。
【図３】図３（ａ）は本発明の実施例１に従う押え板を示す正面図であり、図３（ｂ）は
この押え板の側面図であり、図３（ｃ）はこの押え板の下面図である。
【図４】図４（ａ）及び図４（ｂ）は従来例と本発明の実施例１との比較を示す説明図で
あり、図４（ａ）は従来例の図１（ｂ）相当図であり、図４（ｂ）は実施例１の図１（ｂ
）相当図である。
【図５】図５（ａ）はフレキシブルケーブルとアルミシャーシとの間に形成される浮遊容
量を説明するための説明図であり、図５（ｂ）はその等価回路を示す図である。
【図６】図６（ａ）は、本発明の実施例２に従う押え板を示す断面図であり、図６（ｂ）
はこの押え板をアルミシャーシに締結した状態を示す断面図である。
【図７】図７（ａ）は本発明の実施例３に従う押え板をアルミシャーシに締結した状態を
示す図であり、図７（ｂ）は図７（ａ）のVII－VII線における断面図である。
【図８】図８は、シールドを施したフレキシブルケーブルを示す断面図である。
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